
請

願

第

五

号 

  
 

 
「

町

村

議

会

の

運

営

に

関

す

る

基

準

」

一

二

六

「

請

願

の

内

容

が

数

項

目

に

わ

た

る

場

合

で

、

内

容

が

採

択

で

き

る

項

目

に

つ

い

て

は

、

そ

の

項

目

を

と

り

あ

げ

て

、

一

部

採

択

と

し

て

採

決

す

る

こ

と

が

で

き

る

」

に

基

づ

き

、

熊

本

市

議

会

の

請

願

に

つ

い

て

「

一

部

採

択

」

を

取

り

入

れ

る

こ

と

を

求

め

る

請

願 

 

主 

旨 

一 

「

町

村

議

会

の

運

営

に

関

す

る

基

準

」

一

二

六

に

、
「

請

願

の

内

容

が

数

項

目

に

わ

た

る

場

合

で

、

内

容

が

採

択

で

き

る

項

目

に

つ

い

て

は

、

そ

の

項

目

を

と

り

あ

げ

て

、

一

部

採

択

と

し

て

採

決

す

る

こ

と

が

で

き

る

」

と

明

記

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

確

認

す

る

こ

と

。 

 
 

二 

全

国

の

地

方

議

会

に

お

い

て

、
「

町

村

議

会

の

運

営

に

関

す

る

基

準

」

一

二

六

に

基

づ

い

て

、

請

願

項

目

の

「

一

部

採

択

」

を

採

用

し

て

い

る

こ

と

を

確

認

す

る

こ

と

。 

 
 

三 

市

民

の

請

願

項

目

を

市

政

に

反

映

さ

せ

る

た

め

に

、

全

国

の

地

方

議

会

と

同

様

に

、

熊

本

市

議

会

に

お

い

て

「

一

部

採

択

」

を

採

用

す

る

こ

と

。 

  

理 

由 

 
 

 

（

一

）

地

方

議

会

の

実

務

的

な

指

針

「

町

村

議

会

の

運

営

に

関

す

る

基

準

」

一

二

六

に

、
「

請

願

の

内

容 



が

数

項

目

に

わ

た

る

場

合

で

、
内

容

が

採

択

で

き

る

項

目

に

つ

い

て

は

、
そ

の

項

目

を

と

り

あ

げ

て

、

一

部

採

択

と

し

て

採

決

す

る

こ

と

が

で

き

る

」

と

明

記

さ

れ

て

い

る

。 

以

下

は

、

平

成

二

十

七

年

十

月

に

改

正

さ

れ

た

全

国

長

村

議

会

議

長

会

「

町

村

議

会

の

運

営

に

関 

す

る

基

準

」

の

「

ま

え

が

き

」

で

あ

る

。 

 
 

 
 

 

「

地

方

の

時

代

の

確

立

が

望

ま

れ

る

今

日

、

地

方

行

政

の

多

様

化

、

専

門

化

と

相

ま

っ

て

、

議

会

の

責

務

と

役

割

は

一

層

重

い

も

の

と

な

っ

て

お

り

、
議

会

活

動

の

充

実

と

効

率

化

が

強

く

求

め

ら

れ

て

い

る

。 

 
 

 
 

 
 

議

会

活

動

の

充

実

と

効

率

化

を

一

層

図

る

た

め

に

は

、
適

性

か

つ

円

滑

な

議

会

運

営

が

行

わ

れ

る

こ

と

が

必

要

で

あ

る

。 

 
 

 
 

 
 

も

と

よ

り

、

そ

れ

ぞ

れ

の

町

村

議

会

に

お

い

て

は

、

地

方

自

治

法

、

会

議

規

則

、

委

員

会

条

例

等

に

基

づ

い

て

、

よ

り

よ

い

議

会

運

営

に

努

め

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

り

、

ま

た

、

全

国

町

村

議

会

議

長

会

に

お

い

て

も

、

全

国

の

町

村

議

会

の

参

考

に

供

す

る

た

め

、

昭

和

三

十

一

年

に

「

標

準

町

村

議

会

会

議

規

則

」

及

び

「

標

準

町

村

議

会

委

員

会

条

例

」

を

作

成

し

た

と

こ

ろ

で

あ

る

が

、

更

に

、

よ

り

実

務

的

な

指

針

を

求

め

る

声

が

強

か

っ

た

。 

 
 

 
 

 
 

そ

こ

で

、

本

会

で

は

、

昭

和

五

十

八

年

七

月

以

来

、

全

国

各

ブ

ロ

ッ

ク

か

ら

選

出

さ

れ

た

都

道

府

県

町

村

議

会

議

長

会

事

務

局

長

で

構

成

す

る

小

委

員

会

を

設

け

、
鋭

意

そ

の

「

町

村

議

会

の

運

営

に

関

す

る

基

準

」

に

つ

い

て

審

議

、

検

討

し

て

き

た

が

、

今

般

成

案

を

得

、

全

国

都

道

府

県

町

村

議

会

議

長

会

会

長

及

び

事

務

局

長

の

了

解

の

も

と

に

、

こ

こ

に

上

梓

す

る

こ

と

と

し

た

次

第

で

あ

る

。 



そ

の

後

、

昭

和

六

十

一

年

十

二

月

に

「

標

準

」

町

村

会

議

規

則

及

び

同

委

員

会

条

例

を

全

面

改

正

し

た

の

に

伴

い

、

関

係

す

る

部

分

の

見

直

し

を

行

っ

た

の

を

は

じ

め

、

地

方

自

治

法

の

改

正

等

を

踏

ま

え

、

所

要

の

改

正

を

行

っ

た

と

こ

ろ

で

あ

る

。 

今

後

こ

の

資

料

が

、

町

村

議

会

の

一

層

民

主

的

か

つ

効

率

的

な

運

営

に

寄

与

で

き

れ

ば

幸

い

で

あ

る

。
」 

参

照

）

全

国

町

村

議

会

議

長

会 

議

会

関

係

規

則

等 

h
t
t
p

s
://w

w
w

.n
a

c
t
v

a
.g

r
.jp

/h
t
m

l/r
e

s
e

a
r

c
h

/r
u

le
s

.h
t
m

l
 

（

二

）
「

町

村

議

会

の

運

営

に

関

す

る

基

準

」

一

二

六

に

基

づ

い

て

、

全

国

各

地

の

地

方

議

会

で

「

一

部

採

択

」

が

採

用

さ

れ

て

い

る

。 

北

海

道

北

広

島

市

、
岩

手

県

金

ケ

崎

町

、
山

形

県

村

山

市

、
福

島

県

会

津

若

松

市

、
宮

城

県

名

取

市

、

茨

城

県

水

戸

市

、

阿

見

町

、

千

葉

県

館

山

市

、

白

井

市

、

酒

々

井

町

、

東

京

都

稲

城

市

、

国

立

市

、

神

奈

川

県

横

須

賀

市

、
秦

野

市

、
埼

玉

県

北

本

市

、

群

馬

県

前

橋

市

、

沼

田

市

、

大

泉

町

、

静

岡

県

湖

西

市

、

袋

井

市

、

富

士

見

町

、

岐

阜

県

多

治

見

市

、

愛

知

県

岩

倉

市

、

犬

山

市

、

刈

谷

市

、

三

重

県

桑

名

市

、
大

台

町

、
茨

城

県

守

谷

市

、
広

島

県

三

原

市

、
島

根

県

浜

田

市

、
愛

媛

県

松

山

市

、
四

国

中

央

市

、

鳥

栖

市

、

美

里

町

、

鹿

児

島

県

日

置

市

等 

 
 

 
 

○

守

谷

市

議

会

で

は

、
「

請

願

・

陳

情

の

案

内

」

の

中

で

、

以

下

の

よ

う

に

説

明

し

て

い

る

。 

 
 

 
 

 

五 

議

決

後

の

取

り

扱

い 

 
 

 
 

 
 

（

一

）

守

谷

市

議

会

の

請

願

等

の

議

決

結

果

は

、

次

の

採

択

・

不

採

択

・

一

部

採

択

の

三

通

り 



と

な

り

ま

す

。 

①

採

択

…

内

容

や

趣

旨

が

妥

当

で

あ

り

、

か

つ

実

現

の

可

能

性

が

あ

る

も

の 

②

不

採

択

…

内

容

は

と

も

か

く

と

し

て

、

実

現

が

困

難

な

も

の 

③

一

部

採

択

…

内

容

が

数

項

目

に

わ

た

り

、
一

部

に

賛

成

で

き

る

場

合

と

で

き

な

い

場

合

が

あ

る

と

き

、
項

目

別

に

採

決

を

行

い

、
一

部

を

内

容

や

趣

旨

が

妥

当

で

あ

り

、
か

つ

実

現

の

可

能

性

が

あ

る

と

し

て

採

択

と

し

、

一

部

を

不

採

択

と

す

る

も

の 

（

四

）

議

決

後

の

処

理 

①

採

択

し

た

も

の 

市

の

執

行

機

関

の

事

務

に

関

す

る

も

の

は

、
要

望

の

実

現

や

解

決

を

図

る

よ

う

市

長

等

当

該

執

行

機

関

あ

て

に

請

願

書

等

を

送

付

し

ま

す

。
ま

た

、
国

や

県

な

ど

の

外

部

機

関

に

意

見

書

の

送

付

を

求

め

る

も

の

に

つ

い

て

は

、
議

員

の

提

案

に

よ

り

意

見

書

を

議

決

し

、
議

会

と

し

て

外

部

機

関

に

意

見

書

を

送

付

し

ま

す

。 

②

一

部

採

択

し

た

も

の 

採

択

と

さ

れ

た

部

分

に

つ

い

て

、
要

望

の

実

現

や

解

決

を

図

る

よ

う

市

長

等

当

該

執

行

機

関

あ

て

に

請

願

書

を

送

付

し

ま

す

。 

④

継

続

審

査

と

し

た

も

の 

内

容

の

調

査
・
検

討

を

進

め

、
次

の

定

例

会

が

終

了

す

る

ま

で

に

委

員

会

を

開

催

し

、
審

査

を

行

い

、

次

の

定

例

会

の

本

会

議

で

再

び

採

決

を

し

ま

す

。 



（

三

）

熊

本

市

議

会

に

お

い

て

「

一

部

採

択

」

を

採

用

す

る

こ

と

は

、

自

治

基

本

条

例

に

規

定

さ

れ

て

い

る 

「

市

議

会

の

役

割

」

を

果

た

し

、
「

市

民

の

権

利

」

を

保

障

す

る

こ

と

で

あ

る

。 

 
 

 
自

治

基

本

条

例

第

七

条

「

市

議

会

の

役

割

」

で

は

、

第

二

項

で

「

広

範

な

市

民

の

意

見

の

聴

取

及

び

集 
約

に

努

め

る

こ

と

」

を

明

記

し

て

い

る

。 

同

条

例

第

五

条
「

市

民

の

権

利

」
で

は

、
第

二

項

で
「

市

政
・
ま

ち

づ

く

り

に

参

画

し

、
意

見

を

表

明

し

、 

又

は

提

案

す

る

権

利

」

を

有

す

る

こ

と

を

明

記

し

て

い

る

。 

請

願

は

、
市

民

が

市

政

等

に

関

す

る

意

見

、
要

望

、
政

策

等

を

市

議

会

に

対

し

て

提

案

す

る

制

度

で

あ

る

。 

市

民

の

意

見

が

込

め

ら

れ

た

請

願

項

目

を

市

政

に

反

映

さ

せ

る

た

め

に

、

全

国

の

地

方

議

会

と

同

様

に

、 

熊

本

市

議

会

に

お

い

て

「

一

部

採

択

」

の

採

用

を

望

む

。 

 

以

上

、

請

願

い

た

し

ま

す

。 

 

平

成

三

十

年

六

月

四

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

紹

介

議

員 
 

緒 

方 

夕 

佳 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  
 

熊

本

市

議

会

議

長 

 
 

 
 

く 

つ 

き 

信 

哉 

殿 


